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技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

1
交通
安全
施設

信号機
（視覚障害者用
付加装置）

中京区横鍛冶町丸
太町小川交差点

歩車分離式信号が設置され
た交差点。横断のタイミン
グがわからないため、視覚
障害者用付加装置の設置を
要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
中京署管内
（受付番号
64）

2
交通
安全
施設

信号機
（視覚障害者用
付加装置）

西京区樫原硲町山
陰街道樫原三ノ宮
前交差点

交差点を横断するための
安全対策として、視覚障
害者用付加装置の設置を
要望

無 ○ ○ × ○ ○ ○ 実施しない
西京署管内
（受付番号
131）

3
交通安
全施設

横断歩道
京都市左京区下鴨
東本町10番地先

北大路通市道下鴨経11号
線交差点に横断歩道及び
自転車横断帯の設置要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ×
一部

実施する
下鴨署管内
(受付番号19)

4
交通安
全施設

横断歩道
京都市左京区大原
来迎院町22番地先

市道大原１号線の横断歩
道の解除及び設置要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
下鴨署管内
(受付番号21)

5
交通安
全施設

横断歩道
京都市左京区岩倉
花園町403番地先

市道岩倉３号線市道岩倉
４号線及び市道岩倉159
号線交差点南詰に横断歩
道設置要望

無 ○ ○ ○ × × × 実施しない
下鴨署管内
(受付番号22)

6
交通安
全施設

横断歩道
京都市左京区岩倉
中町590番地２先

市道岩倉119号線市道岩
倉144号線交差点北詰に
横断歩道の設置要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
下鴨署管内
(受付番号23)

7
交通安
全施設

横断歩道
京都市左京区静市
市原町1300番地１
先

府道京都広河原美山線に
横断歩道の設置要望

無 × × × × × × 実施しない
下鴨署管内
(受付番号38)

8
交通安
全施設

一時停止
京都市左京区一乗
寺里ノ西町70番地
先

市道一乗寺緯41号線市道
一乗寺経47号線交差点東
詰に一時停止の規制要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
下鴨署管内
(受付番号39)

対象名　　　　　称

工事の仕分け等（第１段階チェック）

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

速効性
提案概要

技術審査
結果

種別

技術審査（第２段階チェック）結果

所在地

提案施設

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

1 



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

対象名　　　　　称

工事の仕分け等（第１段階チェック）

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

速効性
提案概要

技術審査
結果

種別

技術審査（第２段階チェック）結果

所在地

提案施設

9
交通安
全施設

横断歩道
京都市中京区壬生
大竹町13番地先

三条通市道西ノ京経47号
線交差点東詰に横断歩道
の設置要望

無 × × × × × × 実施しない
中京署管内
(受付番号63)

10
交通安
全施設

歩行者用道路及び
一方通行規制の見
直し

京都市中京区中之
町周辺

御池通・河原町通・四条
通・御幸町通に囲まれた
区域の歩行者用道路及び
一方通行規制の時間見直
し

無 ○ ○ × ○ ○ ○ 実施しない
中京署管内
(受付番号84)

11
交通安
全施設

横断歩道
山科区西野離宮町
36番地４先

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
山科署管内
(受付番号
102・103)

12
交通安
全施設

一時停止
京都市左京区岩倉
長谷町438番地先

市道岩倉２号線、里道岩
倉里0187号及び里道岩倉
里0186号交差点に一時停
止の規制要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
下鴨署管内
(受付番号133)

13
交通安
全施設

一時停止
京都市左京区岩倉
木野町93番地先

府道神山岩倉停車場線市
道岩倉43号線及び市道岩
倉12号線交差点西詰

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○
一部

実施する
下鴨署管内
(受付番号135)

14
交通安
全施設

最高速度50km/h 右京区西京極地内
最高速度50km/h規制の要
望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
右京署管内
(受付番号155)

15
交通安
全施設

横断歩道
伏見区久我石原町
８番地10先

横断歩道設置の要望 無 ○ ○ ○ × × ○ 実施しない
向日町署管内
(受付番号204)

16
交通安
全施設

一時停止
京都市北区上賀茂
北ノ原町２番地西
方約30ｍ先

府道京都広河原美山線庄
田橋東詰に一時停止の規
制要望

無 × ○ ○ × × ○ 実施しない
北署管内

(受付番号265)

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

2 



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

対象名　　　　　称

工事の仕分け等（第１段階チェック）

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

速効性
提案概要

技術審査
結果

種別

技術審査（第２段階チェック）結果

所在地

提案施設

17
交通安
全施設

一時停止
京都市北区上賀茂
柊谷町８番地先

府道京都広河原美山線市
道上賀茂経179号線交差
点東詰に一時停止の規制
要望

無 × × ○ × × ○ 実施しない
北署管内

(受付番号266)

18
交通安
全施設

一時停止
京都市北区上賀茂
柊谷町８番地先

府道京都京北線市道上賀
茂経179号線交差点西詰
に一時停止の規制要望

無 × × ○ × × ○ 実施しない
北署管内

(受付番号267)

19
交通安
全施設

一時停止
京都市北区上賀茂
前田町18番地７先

府道京都京北線市道上賀
茂緯３号線交差点東詰に
一時停止の規制要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
北署管内

(受付番号268)

20
交通安
全施設

横断歩道
京都市北区上賀茂
壱町口町22番地２
先

市道上賀茂経211号線に
横断歩道の設置要望

無 × × × × × ○ 実施しない
北署管内

(受付番号270)

21
交通安
全施設

最高速度30km/h
京都市左京区岩倉
木野町地内

府道神山岩倉停車場線、
市道洛北第二緯20号線及
び市道洛北第二緯18号線
への速度規制要望

無 ○ ○ ○ × ○ × 実施しない
下鴨署管内
(受付番号278)

22
交通安
全施設

一方通行 右京区西京極地内 一方通行規制の要望 無 ○ ○ ○ × × × 実施しない
右京署管内
(受付番号314)

23
交通安
全施設

横断歩道
京都市上京区中御
霊町410番地先

寺町通に横断歩道の設置
要望

無 × × ○ × × × 実施しない
上京署管内
(受付番号326)

24
交通安
全施設

道路標示

京都市左京区一乗
寺里の西町35番地
先
修学院第二小学校
通用門付近

道路標示（速度文字）の
設置要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
下鴨署管内
（受付番号40）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

3 



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

対象名　　　　　称

工事の仕分け等（第１段階チェック）

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

速効性
提案概要

技術審査
結果

種別

技術審査（第２段階チェック）結果

所在地

提案施設

25
交通安
全施設

道路標示
京都市右京区西京
極野田町内・西大
丸町内

停止線及び止まれ文字の
補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
右京署管内
（受付番号41）

26
交通安
全施設

道路標示
京都市東山区泉涌
寺山内町21番地先

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
東山署管内
（受付番号98）

27
交通安
全施設

道路標示

京都市東山区本町
15丁目749番地先
府道四ノ宮四ツ塚
線

停止線の移設要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
東山署管内
（受付番号99）

28
交通安
全施設

道路標示
京都市南区上鳥羽
地区、吉祥院地区
祥鳥橋通

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
南署管内
（受付番号
119）

29
交通安
全施設

道路標示
京都市南区久世上
久世町
府道中山稲荷線

道路標示（進路変更禁
止）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
南署管内
（受付番号
120）

30
交通安
全施設

道路標示

京都市南区吉祥院
石原町
国道171号石原交差
点北詰

道路標示（車線変更禁
止、進行方向別通行区
分、規制予告標示）の補
修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
南署管内
（受付番号
121）

31
交通安
全施設

道路標示

京都市山科区
国道１号

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
山科署管内
（受付番号
272）

32
交通安
全施設

道路標示
京都市山科区
府道大津淀線

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
山科署管内
（受付番号
273）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

4 



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等と
の整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等
との調整の難
易

対象名　　　　　称

工事の仕分け等（第１段階チェック）

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

審査委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

受付
番号

速効性
提案概要

技術審査
結果

種別

技術審査（第２段階チェック）結果

所在地

提案施設

33
交通安
全施設

道路標示
京都市伏見区淀
府道京都守口線

道路標示（「追い越しの
ための右側部分はみ出し
通行禁止」）の補修要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
伏見署管内
（受付番号
274）

34
交通安
全施設

道路標示
京都市伏見区
国道24号

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
伏見署管内
（受付番号
275）

35
交通安
全施設

道路標示
京都市伏見区
師団街道

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
伏見署管内
（受付番号
276）

36
交通安
全施設

道路標示

京都市西京区大
枝・大原野
洛西ニュータウン
内道路

横断歩道の補修要望 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
西京署管内
（受付番号
324）

37
交通安
全施設

道路標示
京都市上京区烏丸
今出川交差点

エスコートゾーンの設置 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
上京署管内
（受付番号
327）

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

5 
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③ ④

①

③

②

④

１

信号機（視覚障害者用付加装置）

中京区横鍛冶町

丸太町小川交差点

・ 交通量の多い市道に位置する信号機

・ 住宅・商業施設が建ち並んでいる。

・ 歩車分離式信号が設置されている。

歩車分離式信号で横断するタイミングが分からないた

め、視覚障害者用付加装置の設置を要望

（受付番号64）

←丸太町通→
至

堀
川
通

至

烏
丸
通

至 下立売通

提案のとおり実施する。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③ ④

①

③

②

④

２

信号機（視覚障害者用付加装置）

京都市西京区樫原硲町

山陰街道樫原三ノ宮前交差点

・ 交通量の多い府道に位置する信号機

・ 住宅・マンションが建ち並んでいる。

・ 府道沿いに路線バスのバス停が設置されている。

交差点を横断するための安全対策として、視覚障害者用

付加装置の設置を要望

（受付番号131）

←山陰街道→

バス停

至

Ｒ
９

至

府
道
西
京
高
槻
線

マンション

府道沓掛西大路五条線

近隣住民との合意形成が得られないため、実施
しない。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

横断歩道

京都市左京区下鴨東本町10番地先

北大路通市道下鴨経11号線交差点

提案場所は、北大路通と市道下鴨経11号線が交

差する丁字路交差点で、交差点北側には小中学校

があり、南側には店舗や住宅が建ち並んでいる。

歩行者や自転車が多く、危険であるため、横断歩

道及び自転車横断帯の設置要望

（受付番号19）

・交差点北詰への横断歩道及び自転車横断帯の設置は、実施する。
・西詰への横断歩道及び自転車横断帯の設置は、既設の横断歩道及び
自転車横断帯で充足していることから実施しない。

③

④

②

1.1m
1.5m
1.9m

4.0m

2.1ｍ

1.9m
1.5m
0.9m

4.4m 1.3m

4.7m

3.5m

1.5m

3.4m

4.6m

中央分離帯

至
下
鴨
本
通

至
松
ヶ
崎
通

至葵小学校

路
側
帯

⑤ ⑥

①

⑤

⑥

左京区下鴨
東本町10番地

３
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市左京区大原来迎院町22番地先

市道大原１号線

市道大原１号線は国道367号を結ぶ道路で、提

案場所は、京都大原学院（京都市立大原小学校・

中学校）の正門前である。

朝夕の交通量が多く危険であるため、横断歩道の

設置場所の見直しを要望

（受付番号21）

実施する。（提案場所の北方と南方に位置する既
設の横断歩道を解除し、京都大原学院前に新設（集
約）する。）

④

① ②
③

1.8m

京都市左京区大原

来迎院町22番地

京都大原学院

←市道大原１号線→

① ②

③ ④

４
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

横断歩道

京都市左京区岩倉花園町403番地先
市道岩倉３号線市道岩倉４号線及び
市道岩倉159号線交差点

提案場所は、市道岩倉３号線市道岩倉４号線及

び市道岩倉159号線が交わる住宅地内の変則交差

点である。

交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置要

望

（受付番号22）

⑤

要望場所は、変則の四差路交差点であり、かつ、
交差点北側は緩やかなカーブで見通しが悪く歩行者
の安全が確保できないことから実施しない。

②

④ ⑥

①

③

⑤ ⑥

3.8ｍ

3.0ｍ

6.7ｍ

4.8ｍ

至 岩倉長谷町

至

と
ど
き
池至

府
道
岩
倉
山
端
線

至 岩倉三宅町

京都市左京区
岩倉花園町403番地

５
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市左京区岩倉中町590番地２先

市道岩倉119号線市道岩倉144号線交差点

提案場所は、市道岩倉119号線と市道岩倉144号

線が交差する十字路交差点で、周辺には住宅が立

ち並ぶ生活道路である。

交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置要

望

（受付番号23）

交差点の南詰の横断歩道を解除し、実施する。

① ②

③ ④

1.8m 2.8m 3.3m

6.0m

6.0m

歩
道

歩
道

川

川

至

岩
倉
中
通

至

岩
倉
２
号
線

岩
倉119

号
線

岩倉144号線

路側帯

京都市左京区

岩倉中町590-２

至 岩倉長谷町

至 叡山電鉄鞍馬線

②

②

③

④

６
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市左京区静市市原町1300番地１先

府道京都広河原美山線

提案場所である、府道京都広河原美山線（市原

バイパス）は、左京区大原から北区上賀茂に通じ

る二車線道路である。

交通量が多く危険であるため、横断歩道の設置要

望

（受付番号38）

提案場所の横断需要は少なく、横断するタイミン
グも十分にあるため実施しない。

① ②

③ ④

川

至

下
鴨
市
原
大
原
線

バス停

歩道至

京
都
市
東
北
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

2.4m
0.6m
3.4m

3.4m
0.6m
2.4m

京都市左京区静市市原町1300番地１

① ②

③
④

７
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

一時停止

京都市左京区一乗寺里ノ西町70番地先
市道一乗寺緯41号線市道一乗寺経47号線交差点

提案場所は、市立修学院第２小学校の東側に位

置し、付近は住宅が立ち並ぶ生活道路であり、同

校の通学路に指定されている。

東西道路から右左折する車両により通学児童が危

険であるため、一時停止の規制要望。

（受付番号39）

実施する。

⑤ ⑥

修
学
院
第
二
小
学
校

月
極
ガ
レ
ー
ジ

京都市左京区一乗寺

里ノ西町70番地

4.8m 1.4m1.5m

歩
道

路
側
帯

4.4m

1.4m

至
白
川
通

至北泉通

至曼殊院道

20

一
乗
寺
経
４
７
号
線

一乗寺緯41号線

東

門 ② ①
③
④

⑤

⑥

８
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③ ④

９

横断歩道

京都市中京区壬生大竹町13番地先

三条通市道西ノ京経47号線交差点

要望場所は、西大路通と千本通をつなぐ三条通
で、通勤通学時間帯をはじめ交通量は多い。南側に
は高校があり、北側は飲食店や住宅が立ち並んでい
る。

要望場所の北方に、京都両洋高校の第２体育館が
建設予定であり、体育館との行き来が遠回りになる
ため横断歩道の設置要望
（受付番号63）

要望場所の東西の近接した位置に横断歩道及び信号交差点があり、
新たな横断歩道の必要性は低いことから、実施しない。
なお、西側の横断歩道の移設を検討したが、周辺住民の合意が図ら

れていないため実施困難である。

歩道

歩道

正門

4.2m

3.3m
3.2m

2.3m

路
側
帯

4.5m

1.3m

5.7m

5.6m

4.2m

至

西
大
路
通

至

千
本
通

西
ノ
京
経
四
七
号
線

天
神
道

西
ノ
京
経
五
四
号
線

京都市中京区壬生

大竹町13番地
京都両洋高等学校

49m 54m

①②
③

④
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③ ④

10

歩行者用道路及び一方通行規制の見直し

京都市中京区中之町周辺

寺町通・錦小路通、蛸薬師通等

要望場所は、御池通・河原町通・四条通・御幸

町通に囲まれた区域で、店舗が多数建ち並ぶ繁華

街である。

要望場所付近の規制時間が分かりにくい。

規制時間の統一を要望

（受付番号84）

四
条
通

御
池
通

御幸町通

至 川端通

至 烏丸通

至

五
条
通

寺町通

三
条
通

姉
小
路
通

姉
小
路
通

三
条
通

六
角
通

六
角
通

蛸
薬
師
通

錦
小
路
通

新京極通

蛸
薬
師
通

裏寺町通

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

地域の合意形成が図られておらず、本年度事業で

は、実施困難である。
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

横断歩道

京都市山科区西野離宮町36番地４先

要望場所は、市立山階南小学校の北東方向に位置
する住宅地で、同小学校の通学路に指定されてい
る。通勤時間帯は、通行車両が多い。

市道山科椥辻緯７号線BERISTA京都山科前に横断

歩道の設置要望

（受付番号102、103）

実施する。

① ② ③

④ ⑤

11

②

出入口

マンション

BERISTA 京都山科

駐車場出入口

京都市山科区西野離宮町

36番地４

洛東タクシー(株)

出入口

①

①
,

外
側
線

外
側
線

車
道

1.1m 1.1m
4.6m

① ①
,

①

③

④

⑤

山階南小学校

BERISTA
京都山科
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

①
②

③ ④

一時停止

京都市左京区岩倉長谷町438番地先
市道岩倉２号線、里道岩倉里0187号及び里道岩倉里
0186号交差点

提案場所は、北西方向に岩倉北小学校があり、同校の

通学路に指定されているが、幅員が狭隘であるにも関わ

らず路線バス等の車両の通行も頻繁な交差点である。

通学路であり、車両の通行も多く危険であるた

め、一時停止の規制要望。

（受付番号133）

実施する。

京都市左京区岩倉

長谷町438番地

3.5m

4.4m

3.1m

4.5m

至 府道岩倉山端線

至 御所谷橋

①

②

③

④

12
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

一時停止

京都市左京区岩倉木野町93番地先
府道神山岩倉停車場線市道岩倉43号線及び市道岩倉12
号線交差点

提案場所は、京都精華大学の東側、叡山電鉄鞍馬

線木野駅の西側に位置する、住宅地内の五叉路の変

則交差点である。

車両と歩行者の通行が多い複雑な交差点であるた

め、一時停止の規制要望。

（受付番号135）

交差点西詰の一時停止規制は実施する。
交差点北詰の一時停止規制は、南行する交通量は少なく、

また交差点の優先関係を明確にするためにも実施しない。

⑤ ⑥

①

7.0m

5.6m

4.3m

2.4m

3.7m

至 府道下鴨静原大原線

京都市左京区
岩倉木野町93番地

路側帯

至

叡
山
電
鉄
木
野
駅

至

京
都
精
華
大
学

至 市道岩倉42号線

②

③

④

⑤

⑥

13
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③

14

最高速度（50km/h）

京都市右京区西京極地内

葛野西通は、四条通から天神川通までの京都市

道であるが、現在、最高速度40km/h規制が実施さ

れている。

葛野西通（五条通から天神川通までの間）の最高

速度50km/h規制の実施。

（受付番号155）

実施する。

④

天
神
川
通

約1,000ｍ

提案場所

道路幅員構成

Ａ

ａ

Ｂ

ｂ

3.4ｍＡ ａ3.5ｍ 3.5ｍ 3.5ｍ
1.0ｍ 1.0ｍ

Ｂ ｂ3.5ｍ 3.6ｍ
0.5ｍ1.1ｍ 1.4ｍ

2.8ｍ 3.0ｍ

車道

車道 車道

歩道 歩道

歩道 歩道

中央帯車道外側線 車道外側線

車道外側線 車道外側線
①

②

③

④
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市伏見区久我石原町８番地10先

府道伏見向日線は２車線道路で、交通量が多い路
線である。同所は神川小学校の通学路に指定されて
おり、学童は当方約120mの押しボタン式信号を横断
している。

① ②

③ ④

要望場所は交通量が多く、横断歩行者の安全確保

が困難であることから実施しない。

府道伏見向日線のローソン久我石原店付近に横断

歩道の設置要望

（受付番号204）

②

15

市
道
久
我
経
１
０
５
号
線

私
道
路京都市伏見区久我石原町

８番地10

ローソン久我石原店

①
③ ④

府道伏見向日線至国道171号

至府道水垂上桂線

①

①
,

外
側
線

外
側
線

車
道

車
道

0.75m 2.75m
2.75m 0.75m

① ①
,

幅員構成

府道伏見向日線

通学路（西方の押しボタン式信号で横断）
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

一時停止

京都市北区西賀茂上庄田町140番地東南方向

約130ｍ先府道京都広河原美山線庄田橋東詰

提案場所は、二車線で東側に歩道がある府道京

都広河原美山線と、庄田橋が交差する丁字路交差

点である。

交通量が多く危険であるため、一時停止の規制要

望

（受付番号265）

要望場所は、左右の見通しがよく、優先関係が明
確であることから、一時停止規制の必要性は低く実
施しない。

⑤ ⑥

至 志久呂橋東詰

至 高橋南詰

至

西
賀
茂
上
庄
田
町

至 西賀茂下庄田町

至 志久呂橋西詰

1.2m 3.3m3.3m 2.7m

0.75m

3.9m

路
側
帯

路
側
帯

加
茂
川

⑤

②

⑥

①

③

④

京都市
北区西賀茂

上庄田町140番地

16
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ② ③

④

一時停止

京都市北区上賀茂柊谷町８番地先
府道京都広河原美山線市道上賀茂経179号線交差点

提案場所は、二車線道路で東側には歩道、西側に

は路側帯がある府道京都広河原美山線と、市道上賀

茂経179号線が交わる丁字路交差点である。

出合頭事故が起こりそうで危険であるため、一時

停止の規制要望

（受付番号266）

要望場所は、交差する道路の優先関係が明確であり、ま
た、標識を設置した場合、新たな交通障害の発生が予想され
ることから一時停止規制は実施しない。
なお、道路管理者による安全対策を実施済み。

⑤ ⑥

京都市北区
上賀茂柊谷町
８番地

1.0m
3.0m

3.2m
3.7m

2.7m

0.6m

3.0m

3.0m 2.7m

2.0m

至 高橋

至 柊野小学校至 庄田橋東詰

⑤

②

⑥

①

③

④

17
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

一時停止

京都市北区上賀茂柊谷町８番地先

府道京都京北線市道上賀茂経179号線交差点

提案場所は、二車線道路で東側には歩道がある

府道京都京北線と、市道上賀茂経179号線が交わ

る丁字路交差点である。

出合頭事故が起こりそうで危険であるため、一時

停止の規制要望

（受付番号267）

要望場所は、交差する道路の優先関係が明確であり、ま
た、標識を設置した場合、新たな交通障害の発生が予想され
ることから一時停止規制は実施しない。
なお、道路管理者による安全対策を実施済み。

京都市北区
上賀茂柊谷町
８番地

1.0m
3.0m

3.2m
3.7m

2.7m

0.6m

3.0m 3.0m

2.7m
2.0m

至 高橋

至 柊野小学校至 庄田橋東詰

②

①

③

④

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑤
⑥

18
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

一時停止

京都市北区上賀茂前田町18番地７先

府道京都京北線市道上賀茂緯３号線交差点

提案場所は、府道京都京北線と市道上賀茂緯３号

線の交わる交差点で、付近には柊野小学校や大学の

関連施設等がある住宅地内道路である。

東西南北共に交通量が多く危険であるため、一時

停止の規制要望

（受付番号268）

実施する。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

至

立
命
館
大
学
グ
ラ
ウ
ン
ド

至 高橋

至 柊野小学校

京都市北区上賀茂

前田町18番地７5.5m

7.0m

3.75m

3.75m

①

②

③

④

⑤

⑥

19



25

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

横断歩道

京都市北区上賀茂壱町口町22番地２先

市道上賀茂経211号線

提案場所は、東側には大学の関連施設、西側には住宅

が立ち並んでいる。また、朝夕の通勤通学時間帯におけ

る通行車量は多い。

交通量が多く横断するのに危険であるため、横断

歩道の設置要望

（受付番号270）

提案場所の北方がカーブで見通しが悪く設置場所
に適さない。また、横断需要も少なく、必要性が低
いため実施しない。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

ゴルフ場

至 府道京都京北線

至

京
都
産
業
大
学

3.3m
3.3m

1.8m

②

①

③

④

⑤

⑥

コンビニエンスストア

京都市北区上賀茂
壱町口町22番地２

20
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

最高速度30km/ｈ
京都市左京区岩倉木野町地内
府道神山岩倉停車場線、市道洛北第二緯20号線
及び市道洛北第二緯18号線

提案場所の西方には京都精華大学、南西方向に

は府立北稜高等学校ある、住宅地内の道路から田

園地帯につながる区間である。

バイクや車の通過交通が多く危険であるため、最

高速度（30km/h）規制の要望

（受付番号278）

速度抑制のための交通環境の整備には、相当な時
間を要することから本年度の事業では、実施しな
い。

① ② ③

④

川

②

③

京都精華大学

⑤ ⑥

①

④
⑤

⑥

府道神山岩倉停車場線 市道洛北
第二緯20号線

市道洛北
第二緯18号線

約1,100m 約120m 約300m

至

岩
倉
駅

至

京
都
精
華
大
前
駅

至 岩倉中通

A

A'

B

B'
C

C'

A A'

路
側
帯

路
側
帯

車
道

1.0m 4.5m 1.0m

B B'

路
側
帯

車
道

0.7m 4.3m

C C'
車
道

6.0m

京都市左京区岩倉
木野町地内

府立北稜高等学校

21
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③

22

一方通行

京都市右京区西京極南衣手町地内

提案場所の右京区西京極南衣手町44番地付近の

京都市道は通勤時間帯の抜け道として交通量が増

える路線である。

右京区西京極南衣手町44番地付近の京都市道（桂

川東側堤防道路から葛野西通までの間）の一方通行

規制要望。 （受付番号314）

地元住民の合意形成が困難であることから、実

施しない。

④

提案場所 桂
川
東
側
堤
防

葛
野
西
通

京都市右京区西京極

南衣手町44番地

一方通行規制要望区間 約600ｍ

Ａ

ａ

Ｂ ｂ

1.5ｍ

道路幅員構成

4.9ｍ
1.4ｍ

Ａ ａ
車道歩道

車道外側線

Ｂ ｂ

1.0ｍ
4.0ｍ

1.0ｍ

車道

車道外側線

①

②

③

④



28

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③ ④

横断歩道

京都市上京区中御霊町410番地先

寺町通

提案場所は、丸太町通と今出川通を結ぶ片側一

車線の二車線道路で、東側は大学、西側は京都御

所及び一部住宅地である。

横断する際危険であるため、横断歩道の設置要望

（受付番号326）

横断需要も少なく、また、提案場所の南方約70ｍ
の地点に既設の横断歩道が設置されていることから
実施しない。

N

至

丸
太
町
通

至

今
出
川
通

約70ｍ

1.4ｍ
2.6ｍ
3.0ｍ

2.0ｍ

至 河原町通

京都府公立大学法人
京都府立医科大学

（京都市上京区中御霊町410番地）

①②
③

④

23
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の設置

京都市左京区一乗寺里の西町35番地先

（修学院第二小学校通用門付近）

通用門付近の道路は、通学路であり、制限速度は

20㎞/hである。

実施する。

道路標示「最高速度（20の文字）」を設置して欲

しい。

（受付番号40）

24

提案場所

要望場所の状況

要望場所を北向に撮影

要望場所を南向に撮影
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市右京区西京極野田町内・西大丸町内

両町内には多くの児童や生徒が通う通学路がある

が「横断歩道」、「停止線」及び「止まれ」文字の

道路標示が摩耗している。

実施する。

「横断歩道」、「停止線」及び「止まれ」文字の道

路標示を補修して欲しい。

（受付番号41)

25

要望場所の状況

① ②

③ ④
②

③
④

①

提案場所内11箇所
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市東山区泉涌寺山内町21番地先

（泉山幼稚園前）

道路標示「横断歩道」が摩耗している。

実施する。

道路標示「横断歩道」の補修して欲しい。

（受付番号98）

26

要望場所

要望場所の状況

北向に撮影 南向に撮影

南向に撮影北向に撮影
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の移設

京都市東山区本町15丁目749番地先

府道四ノ宮四ツ塚線

（京都第一赤十字病院前）

病院前車両出口に停止線があるため、信号待ちの車両が

あるとき、患者を乗せた車両の出入りに支障がある。

実施する。

道路標示「停止線」を移設して欲しい。

（受付番号99）

27

提案場所

要望場所の状況

東向に撮影 北向に撮影

南向に撮影 南向に撮影
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市南区上鳥羽地区及び吉祥院地区

祥鳥橋通

（国道１号から国道171号までの間）

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」

の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示を補修して欲しい。

（受付番号119）

28

要望場所

要望場所の状況

① ②

③ ④

③① ②

①地点から西方を撮影 ①地点から東方を撮影

②地点から東方を撮影 ③地点から東方を撮影
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市南区久世上久世町 府道中山稲荷線

（ＪＲ桂川駅アンダーパス区間 東行車線）

「黄色の車線境界線」の道路標示が摩耗してい

る。

実施する。

道路標示「進路変更禁止」を補修して欲しい。

（受付番号120)

29

要望場所の状況

①

②

西から東に向け撮影（西側）

西から東に向け撮影（東側）
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市南区吉祥院石原町 国道171号

国道171号石原交差点北詰

「黄色の車線境界線」、「進行方向の矢印」、

「進路変更禁止 この先50Ｍ」の道路標示が摩耗し

ている。

実施する。

道路標示「車線変更禁止」、「進行方向別通行区

分」、「規制予告標示」を補修して欲しい。

（受付番号121)

30

要望場所の状況

黄色の区分（境界）線 進行方向の矢印

規制予告標示

（内容）

進路変更禁止
この先 ５０Ｍ
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市山科区 国道１号

上花山付近から京都東ＩＣ付近まで

「横断歩道」の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示「横断歩道」を補修して欲しい。

（受付番号272)

31

要望場所の状況

①

国道1号川田道交差点① ①交差点東詰②

①交差点北詰③ ①交差点南詰④

①交差点ほか15箇所実施



37

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市山科区 府道大津淀線

京都東ＩC付近から東稜高校前交差点付近まで

「横断歩道」の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示「横断歩道」を補修して欲しい。

（受付番号273)

32

要望場所の状況

音羽珍事町(名神北側)の横断歩道を撮影① ①に同じ②

音羽珍事町(名神南側)の横断歩道を撮影③ ③に同じ④



38

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市伏見区淀 京都守口線

（納所交差点から淀木津交差点まで）

「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」

の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示を補修して欲しい。

（受付番号274）

33

提案場所

要望場所の状況

淀本町から南方をの状況① 淀木津町から北方の状況②

淀木津町から北方の状況③ 淀木津町から南方の状況③



39

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市伏見区 国道24号

竹田久保町付近から向島ニュータウン付近

「横断歩道」の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示「横断歩道」を補修して欲しい。

（受付番号275)

34

要望場所の状況

①含む31箇所実施

① 国道24号出橋交差点（北詰） ② 国道24号出橋交差点（東詰）

③ 国道24号出橋交差点（南詰） ④ 国道24号出橋交差点（南詰）

①



40

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市伏見区 師団街道

伏見稲荷付近から龍谷大学付近

「横断歩道」の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示「横断歩道」を補修して欲しい。

（受付番号276)

35

要望場所の状況

① 師団街道龍谷大学前（北詰） ② 師団街道龍谷大学前（東詰）

③ 師団街道龍谷大学前（南詰） ④ 師団街道龍谷大学前（南詰）

①地点含む８箇所実施

①



41

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

道路標示の補修

京都市西京区大枝・大原野

洛西ニュータウン内道路

「横断歩道」の道路標示が摩耗している。

実施する。

道路標示を補修して欲しい。

（受付番号324)

36

要望場所の状況

① 新林本通洛西高前交差点 ② 新林本通洛西25号線交差点

③ 竹の里通新林本通交差点 ④ 福西本通竹の里本通交差点

29箇所実施
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

エスコートゾーンの設置

京都市上京区烏丸今出川交差点

提案の交差点は路幅も広く、交通量の多い交差点

であり、音響信号（視覚障害者用付加装置）及び歩

道に点字ブロックが設置されている。

実施する。

横断歩道に「エスコートゾーン」を設置して欲し

い。

（受付番号327）

37

提案場所

要望場所の状況

東詰 西詰

南詰 北詰



技術上の適合性

→対象工事とならない理由
（欄外：対象番号を記入）

公共事業とし
ての必要性

地域づくり等と
の整合性

地域要望等との
整合性

関係法令、構
造基準等との
適合性

早期対応の必
要性

他の管理者等と
の調整の難易

1
交通
安全
施設

信号機
（歩行者灯器増
設）

中京区職司町
御池美福門交差点

従道路側には歩行者灯器
が無く横断が危険である
ため、横断歩道、歩行者
灯器の設置を要望

無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
上京署管内
（既要望）

2
交通安
全施設

道路標示
京都市北区
千本通京都ライト
ハウス前交差点

エスコートゾーンの設置 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
北署管内
（既要望）

3
交通安
全施設

道路標示

京都市西京区
中山稲荷線中山向
日線交差点西詰
境谷大橋東詰交差
点東詰

エスコートゾーンの設置 無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 実施する
西京署管内
（既要望）

技術審査（第２段階チェック）結果

公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 速効性

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入

提案概要

所在地 対象

府民公募型整備事業（既要望）技術審査一覧【京都市地域】

事業委員会
意見等

備考
用地買収
の有無

整理
番号

提案施設

技術審査
結果

工事の仕分け等（第１段階チェック）

種別 名　　　　　称

 1



2

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③

①

③

１

横断歩道・信号機（歩行者灯器増設）

中京区職司町

御池美福門交差点

・ 交通量の多い市道に設置された信号機

・ 住宅街、商業地が建ち並ぶ。

・ 主道路横断のみ歩行者灯器が設置されている。

道路を横断するのに、横断歩道や歩行者灯器がなく危険

であるため、横断歩道、歩行者灯器の設置を要望

（既要望）

歩行者滞留場所の安全が確保されていないため、
道路管理者と協議の上、安全対策が講じられれば
提案のとおり実施する。

至

堀
川
通

至

千
本
通

←御池通→

←
美
福
通
→

④

②

④

至 押小路通



3

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

エスコートゾーンの設置

同交差点は、視覚障害者の利用が多く、音の信号

機（視覚障害者用付加装置）及び歩道に点字ブロッ

クが設置されている。

実施する。

エスコートゾーンを設置して欲しい。

（既要望）

２

京都市北区

千本通京都ライトハウス前交差点

提案場所

要望場所の状況

東向に撮影 西向に撮影

北向に撮影南向に撮影



4

府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

エスコートゾーンの設置

同交差点は、視覚障害者の利用が多く、音の信号

機（視覚障害者用付加装置）及び歩道に点字ブロッ

クが設置されている。

実施する。

エスコートゾーンを設置して欲しい。

（既要望）

３

京都市西京区 洛西ニュータウン内

中山稲荷線中山向日線交差点西詰

境谷大橋東詰交差点東詰

要望場所の状況

要望場所

中山稲荷線中山向日線交差点西詰

境谷大橋東詰交差点東詰

提案場所付近に障害者支援施設「洛西寮」がある。


